
安来市公告 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告 

 

次のとおり参加申込書兼参加資格審査申請書及び企画提案書の提出を招請する。 

 

 

令和６年４月１０日 

 

 

                  安来市長  田 中 武 夫  

 

記 

 

１ 件名 

  令和６年度 安来市森林ビジョン策定支援業務 

 

２ 目的 

  本業務は、「森林の公益的機能の発揮」と「持続可能な林業経営」の両立や、政

府が掲げる「２０５０年温室効果ガス排出実質ゼロ」（2050 年カーボンニュート

ラル）の実現に向け、安来市における森林・林業・木材産業の長期的な将来像を

描くとともに、実効性ある施策の企画立案の基礎とするため、２０５０年を見据

えた「安来市森林ビジョン(仮称)」を策定することを目的とする。 

 

３ 担当部署 

〒６９２－０２０７ 

安来市伯太町東母里５８０ 

安来市農林水産部農林振興課 

  電 話：０８５４－２３－３３３５ 

  ＦＡＸ：０８５４－２３－３３８２ 

 

４ 参加要件 



 

本プロポーザルに参加できる者は、本業務の実施に必要な能力を有するもので 

あって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

① 参加申込書の提出日時点において安来市の物品の売買等に係る競争入札参 

加資格を有していること。 

② 国税及び地方税について滞納がないこと。 

③ 次の各号に該当しない者 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第１６７条の４第１項の規定 

に該当する者 

イ 参加表明書の提出期限の日から受託候補者の選定の日までの間において、 

安来市から指名停止の措置をうけている者 

ウ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第１８条又は第１９条の規定に基づく破 

産の申立てがなされている者 

エ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）第２１条の規定に基づく再生手続き 

の申立てがなされている者 

オ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第１７条の規定に基づく更生手続き 

の申立てがなされている者 

カ 役員等（法人の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代 

表者をいう。以下同じ）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

（平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定す 

る暴力団員（以下「暴力団員」という。）である者 

キ 暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴 

力団員が経営に実質的に関与している者 

ク 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に 

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 

ケ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与 

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関 

与している者 

コ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい 

る者 

④ 平成２６年４月以降から参加申込書提出期限の前日までに、国、都道府県又  

 は市町村のいずれかが発注した次に掲げる同種業務又は類似業務を元請けと 



 

 して完了した実績を有すること。（上記期間内に契約日及び業務完了日が含ま 

れるものに限る。） 

なお、業務内容がビジョン又はマスタープラン等の策定であっても、計画期 

間が１０年以内の場合は類似業務として区分する。 

ア 同種業務 森林整備、林業振興及び木材産業振興を包括したビジョン又 

はマスタープラン等の策定業務（計画期間が１０年を超える 

もの） 

イ 類似業務 森林整備、林業振興又は木材産業振興に関する課題解決に向 

けた個別計画等の策定又は改定（計画期間１０年以内のも 

の） 

５ 完了期限 

  契約締結日の翌日から令和７年３月２８日（金）までとする。 

 

６ 実施要領等の公表 

（１）公表期間 

   令和６年４月１０日（水）から４月２５日（木）まで 

（２）公表場所 

   安来市のホームページにおいて公表します。 

   （ホームページアドレス https://www.city.yasugi.shimane.jp/） 

 ※トップページ ＞ しごと ＞ 入札・契約 ＞ 調達公告 ＞ プロポーザル 

 

７ 参加申込書兼参加資格審査申請書等の提出期限及び提出場所 

（１）提出期限 

   参加申込書兼参加資格審査申請書等 

令和６年４月２５日（木）午後４時まで 

    企画提案書等 

     令和６年５月２２日（水）午後５時まで 

（２）提出場所 

   〒６９２－０２０７ 

安来市伯太町東母里５８０ 

安来市農林水産部農林振興課 



 

８ その他 

  詳細については、安来市森林ビジョン策定支援業務に係る公募型プロポーザル

実施要領を参照すること。 

 

９ 問い合わせ先 

  安来市農林水産部農林振興課 

  〒６９２－０２０７ 安来市伯太町東母里５８０ 

  連絡先  電 話 ０８５４－２３－３３３５ 

       ＦＡＸ ０８５４－２３－３３８２ 

       Ｅ-mail shinkou@city.yasugi.shimane.jp 


